
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大空町特定事業主行動計画 
（令和８年度～令和１２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

大 空 町 

  



１ 

 

 

Ⅰ 趣 旨 

平成１５年７月、急速な少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く環境が変化す

るなか、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境を整備

するため「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。 

また、平成２７年８月には、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的

に推進し、豊かで活力ある社会を実現するため、「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」が制定されました。 

この計画は、両法の規定に基づく特定事業主行動計画として、大空町の職

員が仕事と家庭生活の調和を図りながら、性別に関わらず、個性と能力を十分に

発揮し活躍できるよう適正な人事配置など、職場環境づくりを推進するため

策定します。 

 

Ⅱ 策定主体 

本計画は、大空町、大空町議会、大空町選挙管理委員会、大空町監査委員、大

空町教育委員会、大空町農業委員会の連名により策定するものです。 

 

Ⅲ 計画期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 

Ⅳ 対象職員 

本計画の対象となる職員は、正規職員のほか、暫定再任用職員、会計年度任用

職員を含む全ての職員とします。 

 

Ⅴ 推進体制等 

１ 本計画を円滑かつ効果的に推進するため、職員安全衛生委員会において行動

計画案を作成し、庁議等において決定、推進します。 

２ 社会情勢の変化や職員のニーズ等を踏まえ、必要に応じて内容の見直しを行

います。 

３ 行動計画の内容を公表するとともに、本計画を積極的に推進するため、管理

職はもとより、職員への周知を徹底します。 
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Ⅵ 具体的な取組内容 

 １ 職員の勤務環境に関する事項  

(１) 妊娠中及び出産後における配慮 

ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、  

出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を図ります。 

イ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、課内業務分担の見直し等を行います。 

ウ 妊娠中及び産後１年を経過していない女性職員に対しては、深夜勤務及び 

時間外勤務を制限します。 

 

(２) 男性の子育て目的の休暇等の取得促進  

妻が出産する場合や育児のための特別休暇取得を促進するとともに、出産時

には、年次休暇を含めて可能な限り連続した休暇が取得できるように担当部署

において配慮します。  

 

(３) 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

ア 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業（以下「育児休業等」という。） 

制度、休業期間中の経済的な支援措置を周知するとともに、男性職員の育児 

休業等の取得を促進します。 

イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度、手続き等について 

説明を行います。 

ウ 育児休業等に対する職場の意識改革を進め、育児休業等を取得しやすい雰 

囲気の醸成に努めます。   

エ  育児休業中の職員に対して、必要に応じて業務や育児の状況について相互 

に連絡を取り合い、育児休業者の職場復帰への不安を軽減するよう努めます。 

また、育児休業者が休業期間中でも気軽に職場を訪問できる雰囲気づくり

を行います。 

オ 育児休業等の取得申出を受けた場合、安心して取得できるよう、早めに業 

務分担の見直しや職場内の応援体制づくりについて検討します。また、業務 

遂行が困難な場合には、臨時的任用制度をも活用し、適切な要員の確保を図 

ります。 
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(４) 子どもの看護等に係る休暇の取得奨励 

９歳に達する日後最初の３月３１日（小学３年生）までの子どもを養育する

職員が、入園・卒園・入学に準ずる式典への参加や、病気や負傷した子どもの

看護等をする際に取得できる特別休暇の取得を奨励します。 

 

【数値目標】 

 育児休業の取得割合、女性１００％、男性８５％を目指します。 

  〔実績〕過去３年の平均 女性１００％、男性７７．８％ 

   男性職員の育児休業取得割合の数値目標は、「子ども未来戦略」（令和５年 

１２月閣議決定）に掲げられた政府目標である「２０３０年（令和１２年） 

公務員８５％（２週間以上の取得率）」の達成に向けて設定 

 男性職員の配偶者出産休暇の取得割合１００％を堅持します。 

    〔実績〕過去３年の平均１００％ 

 男性職員の育児参加のための休暇の取得割合５０％以上を目指します。 

    〔実績〕過去３年の平均１１．１％ 

 

 

 ２ 女性職員の活躍推進に向けた取組  

(１) 女性職員の採用 

女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経験できるよう配慮し、意欲と能力の 

ある有為な女性の採用に努めます。 

 

【数値目標】 

 職員採用者数に占める女性の割合３０％以上を堅持します。 

  〔実績〕過去３年の平均４４．４％ 

 

 

(２) 配置・育成・登用関係 

ア ライフステージを踏まえた働き方など、仕事と生活の調和の推進に向けた 

意識啓発等の取組を推進します。 

イ マネジメント能力を高める研修を行うなど、女性職員のキャリア形成を支 

援し、管理職として活躍する女性を育成します。 
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【数値目標】 

 課長職に占める女性職員の割合を４％以上を堅持します。 

〔実績〕過去３年の平均４．４％ 

 管理職（主幹職以上）に占める女性職員の割合１５％以上を堅持します。 

〔実績〕過去３年の平均１８．１％ 

 

（３）女性の健康上の特性に係る取組 

   健康上の課題において、特に女性は就労への影響が大きいため、女性の健康

上の特性への理解を深めるため、相談しやすい体制づくり等の取組に努めます

。 

 

 ３ 超過勤務の縮減  

(１) 小学校就学前の子どものいる職員の超過勤務の制限 

小学校就学前の子どものいる職員に対し、申請により超過勤務を制限できる

制度について周知します。 

 

(２) 一斉定時退庁日等の実施 

全庁的な定時退庁日を設け、電子掲示板等を利用して定時退庁の徹底を促す

とともに、職場全体で定時退庁に係る意識の高揚を図ります。 

 

(３) 超過勤務の縮減のための意識啓発等 

    超過勤務の縮減のための取組の重要性について、管理職をはじめとする職員

全体で認識を深めるとともに、安易に超過勤務が行われることのないよう意識

啓発等の取組を行います。 

 

(４) 勤務の計画的な運用 

ア 超過勤務となる休日、夜間等の会議開催を極力控えるよう指導するととも 

に、既存業務の見直し等を行い、事務の簡素・合理化を推進します。 

イ 休日のイベント等における職員協力体制を確保するとともに、他協力職員 

の代休取得等について主管課管理職員へ趣旨の徹底を図ります。 

 

(５) 効率的な業務環境の整備 

情報通信技術を活用し、Web会議など、業務をより効果的・効率的に遂行で

きるよう努めます。 
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【数値目標】 

 各職員の１人当たりの時間外勤務時間について、大空町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例施行規則で規定している上限である月４５時 

間を超えないように努めます。 

   

 

 ４ 年次休暇の取得の促進  

(１) 計画的な年次休暇の取得、必要な時に気兼ねなく年次休暇を取得できる環境 

づくりに努めます。 

 

(２) 子どもの授業参観や学校行事に積極的に参加できるように、子育てに関連し 

た年次休暇の取得推進に努めます。 

 

(３) ゴールデンウィークや夏季休暇期間の前後における年次休暇の取得など、 

連続した休暇取得を奨励します。 

 

【数値目標】 

 職員１人当たりの年次休暇平均取得日数１０日以上を堅持します。 

〔実績〕過去３年の平均１１．４日 

 

 

 ５ ハラスメント防止対策     

職員が安心して職務に専念できるよう、セクシュアルハラスメント、妊娠・出

産等に関するハラスメント、育児・介護休暇等に関するハラスメント、パワーハ

ラスメント等を未然に防ぐための研修や意識啓発を行います。 

 

 

 ６ その他の支援  

(１) 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切・丁寧な対応を心がけ、 

ソフト面でのバリアフリーの取組の促進に努めます。 

 

(２) 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民による交 

通安全活動や防犯活動等に職員が積極的に参加できるよう配慮します。 


